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半田市文化財保存活用地域計画作成支援業務委託に係るプロポーザル実施要領 

1. 目的 

半田市では、市内の歴史や文化、多様な文化財を総合的かつ一体的に保存・活

用するための計画である「半田市文化財保存活用地域計画」（以下「地域計画」

という。）を作成する。 

本業務では、未指定を含む市内の文化財について、周辺環境を含めた状況を把

握したうえで、保存・活用するための計画を作成する業務にかかる支援を委託す

るものである。作成した計画は、令和９年１２月の文化庁の認定を目指す。 

実施にあたっては、市内に所在する様々な文化財の把握・市民や事業者などの

意見反映・保存活用への提案など、業務に必要な調査力、企画力、及び計画作成

における専門的知識を有する事業者の提案を求めることにより、当該業務に最適

な受託候補者を決定するため、公募型プロポーザル方式により事業者を選定する。 

審査の結果、最も優れた提案を行った応募者は本市と契約締結に向け協議を行

い、合意に至った場合、契約を締結し、本業務を実施する。 

 

2. 業務の概要 

(1) 業務名 

半田市文化財保存活用地域計画作成支援業務委託 

(2) 業務内容 

別紙「半田市文化財保存活用地域計画作成支援業務仕様書」のとおり 

(3) 事業の場所 

半田市桐ヶ丘四丁目２０９番地の１（半田市立博物館） 

(4) 委託期間 

契約締結日（令和８年６月３日想定）から令和１０年３月３１日まで 

※２か年度 

(5) 提案限度額 

 ２か年度合計の上限金額は5,995,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

※単年度ごとの上限金額(消費税及び地方消費税を含む。)は次のとおりとする。 

  ◇令和８年度 3,641,000円 

  ◇令和９年度 2,354,000円 

(6) その他 

地域計画の作成にあたり、国の事業である「令和８年度 地域文化財総合活用

推進事業（文化財保存活用地域計画作成）」の採択を受けて実施するものである

ため、文化庁の「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地

域計画作成等に関する指針」の内容及び「令和８年度 地域文化財総合活用推進

事業（文化財保存活用地域計画作成）【文化芸術振興費補助金】 募集案内」の

単価上限などを踏まえた上で提案をすること。 
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3. 担当部局 

 〒４７５－０９２８ 愛知県半田市桐ヶ丘四丁目２０９番地の１  

半田市立博物館 

電話：０５６９－２３－７１７３  

電子メールアドレス：hkbutsu@city.handa.lg.jp 

ホームページURL： 

https://www.city.handa.lg.jp/jigyosha/nyusatsu/1003688/index.html 

 

4. プロポーザルに参加する者に必要な資格並びに業務実施上の条件 

プロポーザルの参加資格は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすこととする。 

(1) 契約締結までの間に、令和８・９年度半田市入札参加資格（物品等）を有する

者であること。  

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ないこと。  

(3) プロポーザル参加表明書の提出期限から契約締結日までの期間において、引き

続き半田市指名審査等事務取扱要綱第６条に規定する指名停止の措置を受けて

いないこと。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開

始申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づ

く再生手続開始の申立てがなされている者（ただし、更生計画の認可が決定し、

又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）ではないこと。  

(5) 国税、県税及び市町村税が未納でないこと。  

(6) 半田市暴力団排除条例（平成２３年条例第１９号）第２条第１号及び第２号に

該当しないこと。  

(7) 市町村及び特別区の文化財保存活用地域計画作成支援業務の受注実績があるこ

と。 

 

5. スケジュール（予定） 

公募開始 令和８年３月２７日（金） 

質問書の提出期限 令和８年４月３日（金）午後５時まで 

質問の回答期日 令和８年４月９日（木）まで 

参加表明書などの提出期限 令和８年４月１０日（金）午後５時まで 

参加資格要件審査結果通知 令和８年４月１７日（金）まで 

提案書類の提出締切 令和８年５月１２日（火）午後５時まで 

プレゼンテーション審査 令和８年５月１９日（火） 

審査結果通知 令和８年５月２１日（木）まで 

協議・契約事務 令和８年５月２６日（火）まで 

契約締結 令和８年６月２日（火） 

※ただし、各実施日については、事務の都合上により変更する場合がある 

https://www.city.handa.lg.jp/jigyosha/nyusatsu/1003688/index.html
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6．実施要領等に関する質問 

実施要領等に関する質問の受付及び回答については、次による。 

（1）質問先 

「3.担当部局」と同じ 

（2）質問期間 

令和８年４月３日（金）午後５時まで 

（3）質問方法 

質問書（様式４）により電子メールにて提出し、提出後に「3.担当部局」へ

電話連絡すること。 

※評価などに影響を及ぼす恐れがある質問は受け付けない 

※電話、口頭による質問は受け付けない 

（4）回答 

令和８年４月９日（木）までに市ホームページにて公開し、本回答をもって

仕様書の追加又は修正とみなすものとする。 

 

7. プロポーザル参加表明書等の提出について 

本プロポーザルへの参加を希望する者は以下の提出書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

  ア. プロポーザル参加表明書  （様式１） 

  イ. 事業者の概要       （様式２） 

  ウ. 参加資格要件に関する誓約書（様式３） 

  エ. 納税証明書（直近１年度分）（国税、県税、市町村税に関する証明） 

・法人にあっては税務署が発行する納税証明書（国税通則法施行規則 第９号

書式（その３の３））、個人にあっては税務署が発行する納税証明書（国税

通則法施行規則第９号書式（その３の２）） 

・契約営業所所在地の県税事務所等が発行する納税証明書（未納税額がないこ

との証明） 

(2) 提出書類の様式 

市ホームページにて配布 

(3) 提出先 

「3.担当部局」と同じ 

(4) 提出方法 

郵送または電子メールにて提出し、提出または発送後に「3.担当部局」へ電話

連絡すること。 

(5) 提出期限 

  令和８年４月１０日（金）午後５時まで（郵送の場合は必着） 
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8．プロポーザルの参加決定 

プロポーザル参加資格の有無を確認後、令和８年４月１７日（金）までにその結

果を「参加資格要件審査結果通知書（様式５）」により通知する。 

 

9. 提案書類の作成及び提出方法 

① 提案書類 

ア.提案書 

提案書類はＡ４判とし、２０枚以内でまとめること。（提案内容は以下の

項目を含め任意様式にて作成する。図表・写真・参考資料の添付も可能。） 

① 半田市文化財保存活用地域計画の骨子の提案 

・半田市における文化財の保存、活用の現状と課題 

・半田市の歴史文化の特性 

    ・半田市の文化財の保存・活用に関する将来像、方向性 

・地域と連携した保存・活用の案 

・半田市の文化財の保存・活用に関する措置(アクションプラン)について、

既存の事業(施策)以外で、半田市ならでは且つ効果的な新規事業３つ 

② 文化財リスト作成のための調査の手法 

・既存の文献調査以外で、文化財の掘り起こしのために効果的な手法 

③ 実施体制・実績（担当者、同様の事業実績） 

・事業を推進するための組織体制 

・過去の同種業務の成果や実績 

・半田市内もしくは類似地域での、文化財の保存と活用に関する実績 

・文化庁の認定要件を踏まえた、具体的な対応方法 

④ スケジュール（工程表） 

・令和９年１２月の文化庁の認定に向けた地域計画作成作業の工程 

イ．参考見積書 

２か年度の合計額のほか年度ごとの内訳、及び各年度における経費の内訳、

積算根拠も記載すること。（２－（６）を踏まえて作成すること。） 

ウ．提案書の開示に係る意向申出書（様式６） 

② 提出先 

「3.担当部局」と同じ 

③ 提出方法 

電子メールにて提出し、提出後に「3.担当部局」へ電話連絡すること。 

※データ容量が１０ＭＢを超える場合は、別途相談すること。 

④ 提出期限 

令和８年５月１２日（火）午後５時まで 
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10．提出された提案書等の取扱い 

(1) 提案書に記載された提案内容は、当該提案書の提案者の許可なく使用しない。 

(2) 本案件に係る情報公開請求があった場合は、半田市情報公開条例（昭和６１年

半田市条例第６号）に基づき、提出書類を公開する場合がある。 

(3) 個人情報及び事業者の正当な利益を害する恐れのある情報は非公開情報とする。 

(4) 提出された提案書等は本プロポーザルにおける契約候補者の決定以外の目的で

は使用しない。 

(5) 提出された提案書等は返却しない。  

(6) 提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第

三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負

う。  

 

11. 評価の手続及び受託候補者の決定 

(1) 審査方法 

企画提案書の提出があった事業者を対象にプレゼンテーション及びヒアリング

を実施し、市が設置するプロポーザル審査委員会（以下「委員会」という。）

において審査する。委員会において最も優れている提案者を受託候補者として

決定し、契約締結に向けた手続を行う。 

 

(2) プレゼンテーションの実施 

① 実施予定日:令和８年５月１９日（火） 

※実施時間及び場所等の詳細は後日通知する 

② 参加人数 

本業務を担当する者を含め４名までとする。 

③ 実施方法 

対面によるプレゼンテーションとし、順番は本市で決定する。 

④ 所要時間 

ア．準備 ５分 

イ．提出書類に基づくプレゼンテーション １５分以内 

ウ．質疑応答 １５分程度 

⑤ 貸出物品 

机、椅子、電源、プロジェクターもしくはモニター 

※パソコン、映像ケーブルなどは持参すること 

⑥ その他 

プレゼンテーションは非公開とする。 

(3) 評価基準 

委員会の各委員の持ち点は100点とし、以下の評価項目に基づき審査を行う。   
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No 評価項目 評価の基準 配点 

1 専門性・技術力 

◆ 過去の同種業務の成果や実績はあるか 

◆ 市内もしくは類似地域に関する、文化財の保存と 

活用に関する知見、実績はあるか 

◆ 実績内容が具体的かつ成果が明確に示されているか 

◆ プロジェクトの責任者・担当者の経験は十分か 

２０ 

2 地域への理解 
◆ 市の歴史文化の特性を正確に把握しているか 

◆ 文化財の価値や、その課題の分析が適切か 

◆ 地域と連携した保存・活用案が提案されているか 
２０ 

3 計画提案の妥当性 

◆ 文化財保存活用地域計画の目的・趣旨を正しく理解 

しているか 

◆ 文化庁認定の要件を踏まえた具体的な対応方法が 

示されているか 

１０ 

4 
活 用 の 創 造 性 ・ 

発展性 

◆ 半田市の特性を活かす提案か 

◆ 将来の地域振興や観光・教育効果が期待できる提案か 

◆ 地域の文化資源を一体的に活用する視点があるか 

１５ 

5 
提案内容の独自性・

実効性 

◆ 措置（アクションプラン）について、半田市ならでは

の新規事業を３つ以上、具体的かつ効果的に提案して

いるか 

◆ 文化財リストのための調査手法や実施体制に創意工夫

があるか 

◆ 実現可能性と効果が高い提案であるか 

◆ 保存と活用のバランスがとれているか 

２０ 

6 実施体制・工程 

◆ 令和９年１２月の文化庁認定に向けて、合理的な 

スケジュールが示されているか 

◆ 各作業段階の期日や成果物が明確に設定されているか 

◆ 市との連絡体制は適切か 

１０ 

7 価格の妥当性 
◆ 見積内容に妥当性があり、積算根拠が示されているか 

◆ 提案内容に対して妥当な予算計画が作成されているか 
５ 
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(4) 受託候補者の決定  

ア.選考の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉

を行う。ただし、その者と合意に至らない場合は、次に評価点の合計が高い者

から順に交渉を行う。  

イ.提案者が一者であっても、本プロポーザルは成立するものとする。  

ウ.評価点の合計が同点の場合は、審査委員会の多数決により選考する。 

エ.審査委員会各委員の持ち点（１００点）を合算した値（満点）の７割を最低基

準点とし、各委員の評価点を合算した値が最低基準点に満たない者は、受託候

補者として決定しない。 

 

12．評価結果に関する事項  

審査結果は参加者全員に「プロポーザル審査結果通知書（様式７）」により通知

する。また「3.担当部局」ホームページにおいて受託候補者名を公表する。  

 

13. 失格条件 

次に該当する提案は失格とする。 

(1) 実施要領に示したプロポーザル参加資格を有しない者の提案 

(2) 提案書等に虚偽の記載をした者の提案 

(3) 見積金額が提案上限金額を超える提案 

(4) 評価の公平性に影響を与える行為をした者の提案 

(5) 著しく信義に反する行為等プロポーザル審査委員会が失格であると認めた提案 

(6) 実施要領に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した提案 

 

14. 契約の締結 

(1) プロポーザルによって受託候補者を決定し、当該業務に係る見積書徴収の相手

方とする。 

(2) 受託候補者が契約締結までに「4. プロポーザルに参加する者に必要な資格並び

に業務実施上の条件」に記載した要件のいずれかを満たさなくなった場合、失

格となった場合及びその他事故等の特別な事由により契約が不可能となった場

合は、次点の者から順に繰り上がるものとする。  

(3) 契約条項及び業務仕様は、特定した受託候補者の提案書による提案内容につい

て提案上限金額の範囲内で協議し確定するものとする。 
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15. その他 

(1) プロポーザルに係るすべての費用は、提案者の負担とする。  

(2) 提出後のプロポーザル参加表明書及び提案書等の修正又は変更若しくは追加資

料の提出は受託候補者の決定まで原則認めない。  

(3) 電子メール等の通信事故について、半田市は一切の責任を負わないものとする。  

(4) 審査結果通知をした日から契約締結の日までの期間において、受託候補者とな

った者が「4.プロポーザルに参加する者に必要な資格並びに業務実施上の条件」

に示す要件に該当しなくなった場合は、契約を締結しないものとする。なお、

この場合、半田市は一切の損害賠償の責を負わない。 

(5) 契約の履行にあたり、妨害又は不当要求を受けた場合は、発注者に報告すると

ともに警察へ被害届を提出すること。これを怠った場合は、契約の相手方とし

ない措置を講じることがある。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 


